
議題（２） こどもまんなか応援サポーター宣言について 

 

国の取り組み 

令和５年４月１日にこども基本法が施行され、子供に関する取組や政策が真

ん中に据えられる「こどもまんなか社会」の実現を目指すため、こども家庭庁が

創設されました。その取組の一環として「こどもまんなか応援サポーター」を募

集しています。 

 

こどもまんなか応援サポーターとは 

こども家庭庁では、こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、

こどもたちが健やかで幸せに成長できるような社会を実現するという、「こども

まんなか宣言」の趣旨に共感・賛同し、その取組を応援し、自らもアクションに

取り組む個人や地方自治体、団体や企業をこどもまんなか応援サポーターと位

置づけています。 

 

袖ケ浦市の「こどもまんなか応援サポーター」宣言について 

袖ケ浦市は６月２７日に「こどもまんなか応援サポーター」を宣言し、こども

まんなか社会の実現に向けた取組を推進していきます。袖ケ浦市の宣言の全文

は別添の資料２－２のとおりです。以下のＱＲコードからもご覧いただけます。 

 

 

 

 

 

こどもまんなか 

応援サポーター宣言 

 

 

袖ケ浦市の＃こどもまんなかやってみた 

・ガウラの古着屋さん開催（子供服のリユース）6/19～6/30 

・子ども議会開催 7/4 

・こどもまんなかマーク投票呼びかけ 6/27 

・こども医療費助成制度の拡充（8/1診療分から） 

・そでがうらわんぱくクエスト開催 7/26～7/28 
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